
委員会の提出意見及び刑事施設の長が講じた措置等の概要について

委員会から提出された意見の総数は４７１件であり，それを受けて刑事施設の長が講じた

措置などの概要は次のとおりである。

（注）１ 講じた措置の内訳については，平成３０年４月末日までに，各刑事施設から法務

本省に報告された時点で集計したものであり，施設における以後の検討により変更

されることもある。

２ 一つの意見が複数の項目に該当する場合は，それぞれの項目に計上した。

３ 「施設限りで対応できず，本省に伝達したもの」については，本省において予算

要求の参考にするなどしている。

    ４ 平成２９年度は「組織・職員に関する意見」，「物品の貸与等及び自弁に関する

意見」，「保健衛生及び医療に関する意見」及び「矯正処遇等の実施に関する意見」

について特に意見が多かったことから，意見と講じた措置の例を次頁に掲載してい

る。

５ 委員会の提出意見及び刑事施設の長が講じた措置などの内容は別添資料「各刑事

施設視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表」参照。

【各項目に係る意見の件数の５年間の推移】

別紙



【意見と講じた措置の例】

○（意見）矯正施設以外で介護等を学んだ職員から，その経験が非常に貴重であると伺った。

矯正施設以外での研修の機会等が施設の活性化に資することも多いため，そのよう

な機会を更に開発・実施していただきたい。

（措置）矯正施設以外での研修や勤務の経験が重要であることは認識している。また，その

活用方法については，関係部署における職員伝達研修や日々の指導等の機会を通じ

て継続的に実施している。今後も職務執行能力の向上を目指した研修等による内容

の充実を図る。

○（意見）食事の内容，メニューに意見があるが，規則及び予算等を考慮し，希望に添えるよ

う努力するよう求める。

（措置）毎月の献立会議において，予算の範囲内で可能な限り被収容者アンケート調査の結

果を参考にし好を考慮して献立を決定しているが，今後もよりよい献立になるよう

努めていく。

○（意見）受刑者の健康管理と精神の安定及び職員の負担軽減を図るため，常勤医師１名の確

保を早急に図るべきである。

（措置）各医師会や大学医学部への協力依頼を継続して行うなど，医師の確保に努める。

○（意見）出所後の「仕事」の確保のための指導・支援を推進すること。

（措置）平成２８年度からハローワーク職員が当所に駐在した体制となったことを活用し，

当所職員との間で綿密な情報共有を実施するとともに，ハローワーク駐在員及び就

労支援スタッフが対象者への面接を繰り返すことにより，その特性等を踏まえて，

求人を行う企業とのマッチングを重視した就労支援を推進している。

【各項目に係る意見の件数等】

１ 組織・職員に関する意見 １０４件

   職員に対する教育研修の充実，職員の勤務姿勢，職員の過重な業務負担の改善や医療体

制の充実を図るための職員の増員などに関する意見が多く見られた。

※ 意見の主な内容

１ 職員の教育研修に関するもの           ３０件

措置を講じた（又は講じる予定の）もの     ３０件

２ 職員の勤務姿勢に関するもの           ２１件

   措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １８件

   措置を講じないことに決定したもの        １件

   その他                     ２件

３ 職員の定員・現員に関するもの          ２２件

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １０件

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの   １２件

４ 職員の待遇，執務環境に関するもの        １９件

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １７件

    施設限りで対応できず，本省に伝達したもの   ２件

    

109 件 103件 113 件 104件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

118 件

3 2 23



２ 施設の建物・設備に関する意見 ３１件

  建物の改築，修繕や設備の設置などに関する意見が多く見られた。

３ 収容状況に関する意見 ８件

   被収容者の衆情に関する意見や収容居室などに関する意見が見られた。

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

3１件46 件 38 件35 件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

9 件 8 件8 件 17 件

30 件

9 件



４ 刑事施設視察委員会に関する意見 ３５件

   被収容者が委員会宛てに書面を提出する際の手続や被収容者への委員会活動の周知など

に関する意見が多く見られた。
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５ 物品の貸与等及び自弁に関する意見 ５５件

  被収容者に給与する食事や被収容者が所内で使用できる物品などに関する意見が多く見

られた。

※ 意見の主な内容

１ 物品の貸与・支給に関するもの         ２８件

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの     ２１件

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの   ２件

さらに協議・検討が必要なもの        ５件

２ 自弁の物品の使用に関するもの         １５件

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの    ７件  

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの   ６件

さらに協議・検討が必要なもの         ２件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

38 件 41 件 35 件36 件 48 件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

42 件 103 件 83 件 55 件65 件

2



６ 保健衛生及び医療に関する意見 ７３件

   被収容者の医療の充実，衛生面の改善などに関する意見が多く見られた。

※ 意見の主な内容

１ 保健衛生及び医療全般に関するもの        ３９件

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの     ３０件  

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの    ３件

さらに協議・検討が必要なもの          ６件

２ 診療に関するもの                ２４件

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １９件

     施設限りで対応できず，本省に伝達したもの    ２件

さらに協議・検討が必要なもの          ３件

７ 書籍等の閲覧に関する意見 １５件

  被収容者が時事の報道に接する機会の増大などに関する意見が見られた。

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

92 件 101 件 95 件 73 件118 件

16 件 26 件 15 件21 件 15 件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移
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８ 規律及び秩序の維持に関する意見 １５件

  被収容者の動作規制などに関する意見が見られた。
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９ 矯正処遇等の実施に関する意見 ７８件

   被収容者の作業，改善指導，優遇措置に関する意見が多く見られた。

※ 意見の主な内容

１ 作業に関するもの                １９件

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １５件  

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの    １件

さらに協議・検討が必要なもの          ３件

２ 改善指導に関するもの              １３件

措置を講じた（又は講じる予定の）もの     １０件

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの    ２件

さらに協議・検討が必要なもの          １件

３ 優遇措置に関するもの               ９件

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの      ３件

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの    １件

さらに協議・検討が必要なもの          ５件
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※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移

24 件 18 件 17 件 15 件13 件

49 件 66 件 85 件 78 件49 件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移
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10  外部交通に関する意見 １５件

   面会の機会の拡大などに関する意見が見られた。
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11 その他

被収容者のテレビ視聴，施設内における生活要領，釈放時アンケートの活用についての

意見などが見られた。

24 件 21 件 18 件 15 件24 件

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳の５年間の推移


